
評価のしくみ 
 

 

 

１）中期目標 

中期目標とは、国立大学法人等が６年間の期間で達成すべき業務運営に関する目標であり、文部科

学大臣は国立大学法人等にこれを示すとともに、公表しなければなりません。 

中期目標においては、次に掲げる事項について定めています。 

１．教育研究の質の向上に関する事項 

２．業務運営の改善及び効率化に関する事項 

３．財務内容の改善に関する事項 

４．教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に 

係る情報の提供に関する事項 

５．その他業務運営に関する事項 

国立大学法人は国立大学の設置・運営を業務の中核としていることから、中期目標は、教育基本法

及び学校教育法で定める大学の基本的使命を踏まえるとともに、国立大学の教育研究活動の特性を十

分配慮した内容であることが重要となっています。 

関係法令：国立大学法人法第 30 条 

    ：教育基本法第７条 

    ：学校教育法第 83 条 

 現在、国立大学法人等は、第３期中期目標期間（平成 28 年度～令和３年度）が終了し、令和４年

４月から第４期中期目標期間（令和４年度～令和９年度）に入っています。 

 

２）中期計画 

 中期計画とは、国立大学法人等が文部科学大臣から示された中期目標を達成するための具体的な計

画であり、文部科学大臣から認可を受けなければなりません。また、国立大学法人等は、中期計画が

認可を受けたときは遅滞なく公表する義務があります。 

中期計画においては、次に掲げる事項を定めています。 

１．教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２．業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

３．前二号に掲げる措置の実施状況に関する指標 

４．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

５．短期借入金の限度額 

６．重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

７．剰余金の使途 

８．その他（施設及び設備に関する計画、人事に関する計画、中期目標の期間を超える債務負担、

積立金の使途、その他国立大学法人等の業務の運営に関し必要な事項） 

 

また、国立大学法人は、中期目標の期間における業務の実績について、国立大学法人評価委員会の

評価を受けなければなりません。 

関係法令：国立大学法人法第 31 条、31 条の２ 

中期目標・中期計画 



 

：国立大学法人法施行規則第６条、第７条 

 

 

４）中期目標・中期計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大学評価について 

大学の教育研究水準の維持向上を図り、その目的及び社会的使命を達成するため、当該大学におけ

る教育研究活動等の状況について評価を行うことです。評価の目的は大学の自己改善支援や一定水準

の確保、資源配分など多様でありますが、評価主体別には以下のように分類できます。 

○自己点検・評価 各大学がその理念・目標に照らして自らの活動状況について点検・評価 

○外部評価 
大学によって選任された当該大学以外の評価実施者が大学の定めた評価
項目について評価 

○第三者評価 
当該大学から独立した第三者が評価者及び評価項目を定め専門的・客観
的な立場から評価 

 
◆大学評価に係る主な経緯 

昭和 61 年 臨時教育審議会第２次答申で、大学の自己検証・自己評価を要請 

平成 ３年 大学設置基準の改正により、大学の自己点検・評価の実施を努力義務化 

平成 11 年 大学設置基準の改正により、大学の自己点検・評価の実施と結果の公表を義務
化及び学外者による検証を努力義務化 

平成 16 年 学校教育法の改正により認証評価制度の導入、国立大学法人評価の導入 

 

 

 

⑥中期計画を公表 
 

③中期目標を公表 
○業務の実績に関する 
報告書の提出（中期目標
期間） 

②中期目標案について意見 
⑤中期計画案について意見 

⑥中期計画を認可 

④中期計画を作成 

③中期目標を提示 
（原案（意見）に配慮） 

⑦年度計画を届出 

文部科学大臣 

国立大学法人 

国立大学法人 
評価委員会 

社 会 

大学評価 

①中期目標の原案(意見)を提出 



◆国立大学法人評価と認証評価 

 国立大学法人評価 
国立大学法人評価委員会による評価 

認証評価 
認証評価制度による評価 

中期目標期間評価 

根拠規定 国立大学法人法第 31 条の２ 学校教育法第 109 条第２項及び第３項 

評価目的 ○教育研究の特性や大学運営の自主性・自律性に
配慮しつつ、大学の継続的な質的向上を促進す
るとともに、社会への説明責任を果たす。 

○教育研究の高度化、個性豊かな大学づくり、次
期の中期目標・中期計画の検討や運営費交付金
等の算定に反映させる。 

 

○認証評価機関が、自ら定める評価基準に基づき
大学を定期的に評価することにより、大学の教
育研究活動等の質を保証する。 

○評価結果を各大学にフィードバックすることに
より、各大学の教育研究活動等の改善に役立て
る。 

○大学の教育研究活動等の状況を明らかにし、そ
れを社会に示すことにより、公共的な機関とし
て大学が設置・運営されていることについて、
広く国民の理解と支持が得られるよう支援・促
進する。 

評価内容 中期目標の期間における中期目標の達成状況 
教育活動を中心とした各認証評価機関が定める大
学評価基準 

評価期間 中期目標期間の４年目、６年目 大学機関別 ・・・７年以内毎 
専門職大学院・・・５年以内毎 

評価対象 国立大学法人、大学共同利用機関法人 全ての国公私立大学、短期大学、高等専門学校 

 

Ⅰ．国立大学法人評価 

◆国立大学法人評価制度について 

国立大学法人評価委員会が国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「国立大学法人等」とい

う。）の業務の実績を中期目標期間の４年目終了時と６年目終了時に評価します。 

中期目標期間評価のうち、教育研究の状況については、国立大学法人評価委員会から（独）大学改

革支援・学位授与機構に評価の実施を要請し、その結果を尊重して総合的な評価を行うこととなって

います。 

 

○ 目的 

・評価結果を教育研究その他の活動の改善のために役立てるとともに、自らの基本理念や長期的な目

標の点検に活用すること 

・評価を通じて、社会への説明責任を果たすこと 

・評価結果を次期以降の中期目標・中期計画の内容や運営費交付金等の算定に反映させることにより、

大学の継続的な質的向上を促進すること 

 

国立大学法人評価制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中期目標期間の総合的な評価・公表 

○教育研究に関する事項 
の評価の結果を報告 

○教育研究に関する 
事項の評価を要請 

○業務の実績に関する 
報告書の提出 

国立大学法人 

国立大学法人評価委員会 

（独）大学改革支援・学位授与機構 

（中期目標期間評価のうち、 
教育研究に関する事項に 
ついての評価を実施） 



 

（参考）高知大学の第１期中期目標期間に係る評価結果について 

項   目 確定評価結果 項   目 確定評価結果 

教育について おおむね良好 業務運営について 良好 

研究について おおむね良好 財務内容について 良好 

社会連携、 

国際交流等について 
おおむね良好 

自己点検・評価について 良好 

その他業務運営について おおむね良好 

 

高知大学の第２期中期目標期間に係る評価結果について 

項   目 確定評価結果 項   目 確定評価結果 

教育について おおむね良好 業務運営について 非常に優れている 

研究について おおむね良好 財務内容について 良好 

社会連携、 

国際交流等について 
良好 

自己点検・評価について 良好 

その他業務運営について 良好 

（評定：「非常に優れている」「良好」「おおむね良好」「不十分」「重大な改善事項がある」） 

 

高知大学の第３期中期目標期間に係る評価結果について 

項目 確定評価結果 項目 確定評価結果 

教育研究 達成 業務運営の改善に及び効率化 達成 

 教育 達成 財務内容の改善 おおむね達成 

研究 達成 自己点検・評価及び情報提供 達成 

社会連携・社会貢献・

地域志向 

達成 その他業務運営に関する重要

目標 

達成 

その他 達成 

（評定：「顕著な成果」「上回る成果」「達成」「おおむね達成」「不十分」「重大な改善」） 

 

Ⅱ．認証評価 

国公私立の全ての大学、短期大学、高等専門学校（以下「大学等」という。）は、文部科学大臣の

認証を受けた者（認証評価機関）による評価（認証評価）を受けることが義務付けられています。 

認証評価には、大学全体を対象とする「大学機関別認証評価」（７年以内毎に受審）と専門職大学

院を対象とする「専門職大学院認証評価」（５年以内毎に受審）があります。それぞれ、各認証評価

機関が定めた評価基準に基づく評価を受けることとされています。 

 

（参考）高知大学の認証評価について 

令和３年度に３回目の「大学機関別認証評価」を受審し、大学評価基準に適合しているとの評価を

受けました。 

令和４年度には、初めて「教職大学院認証評価」を受審し、教職大学院認証評価基準に適合してい

るとの評価を受けました。 

 

 



 

 

 

内部質保証とは、本学がその使命や目的の実現に向けて、自らの諸活動の状況について継続的に点

検・評価し、質の保証を行うとともに、絶えず改善及び向上に取り組むことです。３巡目の認証評価

ではこの内部質保証の体制を重点的に評価することとされていることもあり、本学では令和２年４月

からそれまでの組織評価を発展させた形で新たな内部質保証体制を構築しました。 

１．実施体制 

本学の内部質保証の責任者は学長とし、体制は以下のとおりとします。 

組織名 内部質保証会議での役割 

内部質保証会議 学長を議長とし、内部質保証の取組を総括する。 

IR・評価機構 
内部質保証会議の指示に基づき、内部質保証の取組の

とりまとめやデータの提供などの支援を行う。 

全学組織及び部局 担当する活動について内部質保証の取組を実施する。 

 

２．対象とする活動 

内部質保証の対象とする活動は、本学の活動のうち、教育課程に関すること、学生支援に関する

こと、学生受入に関すること、施設整備に関すること、地域連携に関すること、国際連携に関する

こと、研究に関すること並びに図書館及びＩＣＴに関することとします。 

 

３．実施方法 

内部質保証における点検・評価は１年に１回行うモニタリング（簡易な点検・評価）と５年から

７年に１回行うレビュー（総合的な点検・評価）により行います。全学組織及び部局はモニタリン

グ等の観点に基づき点検・評価を実施し、その結果把握された課題については改善計画を作成して

実施します。 

 

内部質保証 


